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プラスチックごみとは？

�マークのある食料品・日用品の容器や、レジ袋、トレイなどで使われるプラスチック製容器包装とを分別
収集の対象としています。
〈具体例〉
鶏卵パック、シャンプーなどの容器、鮮魚・食肉用などのトレイ、ペットボトルのキャップ及びラベル、お菓
子の袋、カップめんの容器など

汚れているものは軽く水洗いするか布でふき、きれいに
してください。�マークのあるものだけをプラスチック
類に分別してください。透明又は白の半透明の袋で出し
てください。
『一人ひとりがルールを守って

正しい分別を行いましょう！』

次のものは、プラスチック類の分別収集になりません。
（埋立てごみに分別してください。）

〈具体例〉
プラスチックでできたバケツ、洗面器、おもちゃ、洗濯
バサミ、ビニール波板、在宅医療器具、ライターなど
※ ライターは絶対に入れないでください。

８月の松前町１世帯あたりのごみ排出量

（８月末現在 １２，０７１世帯 ３１，６３１人）

家庭から出るごみの量を意識し、ごみを減らす生活にご協力ください。
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増 減

次の粗大ごみの日は

１０月１７日
（日）です。

地域で決められた場所に７時まで
に出しましょう。
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